
支援制度を活用したい

新たに農業を始める人を支援します

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の２倍を国が支援します。

■主な交付要件

1．原則として49歳以下で令和４年度に新たに農業経営を開始する認定新規就農者で県から支援を受ける者

2．人・農地プランに位置づけられている（見込みも可）、又は農地中間管理機構から農地を借り受けている人

■交付金額

補助対象事業費上限1,000万円

※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円

■対象経費

機械（軽トラ除く）・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等

※初期投資的な経費を対象とし、本人負担分について融資を受けていること

経営開始型資金

新たに経営を開始する者に対して、最長３年間資金を交付します。

■主な交付要件

1．原則として49歳以下で独立・自営就農する認定新規就農者

2．人・農地プランに位置づけられている（見込みも可）、又は農地中間管理機構から農地を借り受けている人

■交付金額

前年の所得によらず定額。ただし、前年の世帯所得が600万円を超えた場合は交付停止

・経営開始150万円/年最長３年間

新規就農・定住促進奨励事業補助金

■補助対象者

宍粟市新規就農者と認定された人で、次の要件のいずれにも該当する人

1．宍粟市に居住する年齢が55歳以下の人

2．申請年度から4年以上専業で農業経営を行うことができる人

3．市税及び国民健康保険税を完納している人

4．宍粟市次世代人材投資資金の給付を受けていない人

■補助対象経費

農業経営に要する経費

1．農機具の購入費またはリース料

2．農業用施設の設置費用

3．種、苗、薬剤等の購入費

4．その他営農に必要な資材の購入費

農業振興課

地域農業の担い手を育成し、農地の有効活用及び適正な保全管理の推進のため、市内に居住し、新たに農業
経営しようとする人を最長３年間支援します。
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■補助金額

対象となる経費の10分の10以内

ただし、前年の所得に応じ以下のとおり補助金上限額が変動

・事業採択１年目

100万円/年

・事業採択２年目以降

前年の所得が100万円未満の場合は100万円/年、

前年の所得が100万円以上350万円未満の場合は交付金額＝（350－前年の所得）×2/5
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支援制度を活用したい

担い手の経営発展に収益力向上に向けた取組を支援します

強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金

地域育成支援タイプ-融資主体補助型

■助成対象者

■事業の内容

１．農産物の生産その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良、補強又は修繕

２．農地等の造成、改良又は復旧

■助成金額

　　〔計算方法〕

①＝事業費×３／１０

②＝融資額

③＝事業費－融資額－地方公共団体等による助成額

地域育成支援タイプ-条件不利地域型

■助成対象者

農家３戸以上が構成員に含まれている農業法人、または集落営農組織等の任意団体

■事業の内容

経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等の取得

■助成金額

上限を３００万円とし、事業内容ごとに以下の計算方法①～③により算定した額のうち、一番低い額又は各支援
タイプで定める上限額のいずれか低い額が助成金額となります。

経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上
や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械等の導入を支援しま
す。

上限を４，０００万円とし、整備内容ごとに１/２（農業用機械は１/３※）を乗じて得た額の合計額の範囲内で助成
されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※水稲直播機等の機械にあっては１/２

農業振興課

地域農業の活性化と担い手の経営発展を図るため農業用施設、設備及び大型機械購入等の取組みを支援しま
す。

実質化された「人・農地プラン」が作成された地域において、地域の中心経営体となる担い手が、融資を活用して
農業用機械・施設を導入する際に、融資残について補助金を交付することにより主体的な経営発展を支援しま
す。

実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体（認定農業者・農業法人等）、または農地中間管理機
構から賃借権の設定等を受けた者
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支援制度を活用したい

スマート農業・農業機械の導入を支援

農業経営スマート化促進事業

スマート化促進機械整備事業

■助成対象者

農業法人等

■事業の内容

■助成金額

（　）はスマート農業機械以外の農業機械を導入する場合の補助上限額

組織運営スマート化支援事業

■助成対象者

農業法人等

■事業の内容

1．情報共有の簡易化、データの活用

2．新品目の生産又は新商品の開発

3．新役務の開発又は提供

4．商品の新たな生産又は販売方法の導入

5．その他の新たな事業活動

■助成金額

法人化タイプ

雇用拡大タイプ
上限4,000千円（3,000千円）

農業振興課

スマート農業機械の導入や活動経費、法人運営に必要な経営・労務管理等の知見を有する人材雇用の支援を
行い持続可能な力強い農業の実現を図る。

農業経営の法人化、雇用の拡大、広域連携、集落営農の組織化に取り組む者による経営の多角化・高度
化に必要なスマート農業機械等の整備を支援します。

農業機械の導入により効率的な営農が展開でき合理的な栽培や品質向上技術等が実践され、生産性の高
い営農が確立できること。また、耐用年数が５年以上20年以下のものであること。中古機械である場合に
は、残存耐用年数が２年以上のものであること。

種別 助成対象経費

購入に要する経費

助成金額

事業に要する経費の３分の１以内

上限4,000千円（3,000千円）

事業に要する経費の３分の１以内

事業に要する経費の３分の１以内

上限10,000千円（8,000千円）

事業に要する経費の３分の１以内

上限4,000千円（3,000千円）

農業経営の法人化、雇用の拡大、広域連携、集落営農の組織化に取り組む者に対し、経営の多角化・高度
化を行う各取組を支援する。

広域連携タイプ

組織化タイプ

報償費・賃金・旅費・需用費・役務費・使用料

賃借料・備品購入費及び委託料等

事業に要する経費の２分の１以内

上限は、事業者あたり500千円

事業の対象となる経費 助成金額
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支援制度を活用したい

農業法人プロフェッショナル人材活用事業

農業法人および集落営農組織が、雇用又はその者への業務委託に必要な費用を支援する。

■助成対象者

農業法人等

■助成金額

農業機械導入事業

■助成対象者

実質化した人・農地プランに位置付けられた中心的経営体（認定農業者、認定就農者、集落営農組織)

■事業の内容

（１）人・農地プランの中心的経営体であって、次の要件を１つ以上満たすもの

ア．経営面積を10パーセント以上拡大

イ．雇用契約による農業従事者を１名以上増加

ウ．法人化

エ．スマート農業機械の導入

（２）農業経営スマート化促進事業の対象とならないもの

■助成金額

（　）はスマート農業機械以外の農業機械を導入する場合の補助上限額

賃金、共済費、旅費、報酬、委託料等 上限は、事業実施年度あたり1,000千円

農業振興課

事業の対象となる経費 助成金額

プロフェッショナル人材雇用等の業務委託に必要な 事業に要する経費の２分の１以内

助成対象経費

200千円以上の農業機械に限る

同一の経営体につき１回限りとする。

農業機械等の導入を支援し作業効率や生産性を向上し持続可能な力強い農業の実現を図り、規模拡大・
雇用拡大のほか、人・農地プランも推進する。

助成金額

事業に要する経費の３分の１以内

上限2,000千円（1,000千円）
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支援制度を活用したい

作物の安定的な生産を支援します

経営所得等安定対策交付金

水田のフル活用を推進し、農業経営の安定、食料自給率の向上などを目指し、支援します。

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

■交付対象者

認定農業者、集落営農、認定新規就農者（規模要件なし）

■対象作物

麦、大豆（黒大豆を除く）、そば等

■交付額

生産コストと販売額の差額分を交付。

面積払（営農継続払）＋数量払

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

加入者の収入が減少した場合、農業経営への影響を緩和するため、差額を補てんします。

■交付対象者

認定農業者、集落営農、認定新規就農者（規模要件なし）

■対象作物

米、麦、大豆等

■補填額

水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付します。

■交付対象者

販売目的で対象作物を生産（耕作）する販売農家・集落営農

■交付単価

単価表のとおり

①戦略作物助成

加工用米

飼料用米、米粉用米

交付単価

35,000円/10a

80,000円/10a

20,000円/10a

収量に応じ、55,000円～105,000円/10a

WCS用稲

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物を生産する農業者に対して、経営安定のための交付
金を直接交付します。

当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を、国からの交付金と農業者の積
立金で補填。

対象作物

麦、大豆、飼料作物

宍粟市地域農業再生協議会（農業振興課）
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支援制度を活用したい

②産地交付金

・追加配分（国から県へ配分）

・県段階（兵庫県水田収益力強化ビジョンに基づく）

・地域段階（宍粟市水田収益力強化ビジョンに基づく）

【担い手の取組】とは…

黒大豆（子実）、小麦　　

〈対象者〉宍粟市地域農業再生協議会が定める「担い手リスト掲載者」

白大豆 － 10,000円/10a

15,000円/10a

13,000円/10a

40,000円/10a

交付単価（上限）

【担い手の取組】

25,000円/10a

15,000円/10a

黒大豆（枝豆用）

小豆

北部　30,000円/10a

南部　10,000円/10a

30,000円/10a

その他一般作物

取組内容

複数年契約（３年以上）※R3継続者のみ

作付の取組　※基幹作のみ

取組内容

低コスト・高品質化

複数年契約（３年以上）

生産性向上・担い手支援

二毛作助成

耕畜連携助成

アスパラガス・わさび

やまのいも

ブルーベリー（新植１年目のみ）

山菜（たら、うど、わらび、こごみ、ふき）

40,000円/10a

40,000円/10a

10,000円/10a

－

－

50,000円/10a

50,000円/10a

作物名

黒大豆

小麦

販売農家・集落営農

－

－

加工用米

飼料用米

野菜

交付単価（上限）

10,000円/10a

12,000円/10a

7,000円/10a

3,000円/10a

3,000円/10a

多収品種導入支援

施設野菜（担い手支援）※2.5a以上

露地野菜（担い手支援）※10a以上

宍粟市地域農業再生協議会（農業振興課）

対象作物

飼料用米、米粉用米

そ
の
他
作
物

－

－

－

－

そば、なたね

交付単価（上限）

6,000円/10a

20,000円/10a

戦
略
作
物

3,000円/10a

対象作物

「担い手リスト掲載者」とは、次のいずれかの要件を満たす者です。
（１）認定農業者または人・農地プランの地域の中心となる経営体
（２）集落等一定のまとまりで取り組む向こう３ヵ年以上のブロックローテーション計画に基づく取り
組みに参加する農業者
（３）対象作物について1.0ha以上面的集積する農業者又は集落営農
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支援制度を活用したい

〈取組要件〉

　＊「面的集積」とは、２筆以上の対象のうちが畦畔、農道、水路などで接続しているもの。

　　又は、農地間の距離がおおむね100m以下となっているもの。

　　ただし、１筆であっても、その農地の面積が1.0ha以上あれば１筆で面的集積とみなす。

小豆、その他一般作物

〈対象者〉

〈取組要件〉

「環境と調和の取れた農業生産活動規範点検シート」の取組内容を実行し、点検シートの写しを提出すること。

宍粟市地域農業再生協議会（農業振興課）

（１）集落等一定のまとまりで取組む向こう３ヵ年以上のブロックローテーション計画に基づく取り組みであること。

（２）対象作物について、1.0ha以上面的集積する取組であること。

宍粟市地域農業再生協議会が定める「担い手リスト掲載者」のうち、認定農業者又は人・農地プランの地域の中
心となる経営体と集落営農（集落営農に参加する個々の農家は対象外）
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支援制度を活用したい

環境にやさしい農業の取組を支援します

環境保全型農業直接支払交付金

■対象者

農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者

■支援内容

堆肥の施用

有機農業

（うち、そば等雑穀・飼料作物）

農業振興課

全
国
共
通
取
組

化学肥料・化学合成農薬を５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果
の高い営農活動に取り組む農業者を支援します。

交付単価 ※国と地方の合計

6,000円/10a

4,400円/10a

14,000円/10a

（3,000円/10a）

対象取組

カバークロップ（緑肥）の作付け

支援の対象となる農業者の要件
国際水準ＧＡＰに取り組むこと。
（指導や研修に基づく取組の実践。認証取得を求めるものではない。）

「ＧＡＰ（Ｇood Agricaltural Practice）の実施」とは・・・

食品安全・環境保全・労働保全・人権保護・農場経営管理の項目に係る
生産工程管理の取組について、

①十分な知識・知見を有する指導者による指導、研修等を通じて理解し、

②その理解に基づき、自ら実施することをいう。
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支援制度を活用したい

野生鳥獣による農作物被害を減らす取組を支援します

鳥獣被害防止柵設置補助金

集落型（集落を囲むために要する資材費）

団地型（団地で囲むために要する資材費）

補修型（既存防護柵の補修又は機能向上に要する資材費）

既存防護柵の補修事業で、資材に要する経費が10万円以上のものに限る。

■助成対象者

自治会、農会又は集落営農組合

■助成対象経費及び助成金額

※補助金の交付は、それぞれの事業につき年１回とする。

延長100m以上の電気柵、金網柵又は金属線混撚網柵の新設・取替えで、農地の受益面積が20アール以上で受
益戸数が2戸以上のもの。

助成金額

対象経費の4分の3以内

（上限50万円）

農業振興課

有害鳥獣による農作物被害を防止し、農業経営の安定を図るため、防護柵の新設又は耐用年数経過に伴う取
替え、補修する資材経費の一部を補助します。

耐用年数が10年以上かつ延長100m以上の電気柵又は金網柵の新設・取替えで、農地の受益面積が20アール
以上で受益戸数が2戸以上のもの。

助成対象経費

※令和3年度から「職員出前講座」に有害鳥獣対策のメニューあり

集落型

団地型

資材に要する経費（消費税は除く）と次の施工延長1m当たり
の単価を基礎として算出した額のいずれか少ない額

ア　鹿猪兼用
　金網柵（ロール状）2,150円、ワイヤーメッシュ柵（パネル状）1,430円

イ　猪用
　網柵（ロール状）1,480円、ワイヤーメッシュ柵（パネル状） 960円

ウ　獣種共通
　電気柵1段当たり124円、金属線混撚網柵750円

対象経費の2分の1以内

（上限200万円）

対象経費の2分の1以内

（上限25万円）
資材に要する経費補修型
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支援制度を活用したい

有害鳥獣対策費補助金

■助成対象者

自治会、農会

■助成対象経費及び助成金額

種別

狩猟免許等新規取得補助制度

■補助対象経費

・初心者講習会費

・試験申請手数料

・狩猟者登録手数料

・狩猟税

・猟友会費（兵庫県猟友会費及び宍粟支部会費）

■補助金額

補助対象経費の2分の1の額

ただし、自治会及び農会の推薦を得て狩猟免許等を取得する場合は全額

■補助対象者の要件

・市内に住所を有する者

・狩猟者登録を行っている者

・兵庫県猟友会宍粟支部に加入している者

・有害鳥獣捕獲事業への協力が見込める者

■補助金の交付申請

補助対象者に対して12月頃に交付申請の案内を送付します。

宍粟市では、農作物や生活環境に被害を及ぼすシカ、イノシシ等の有害鳥獣の捕獲を兵庫県猟友会宍粟支部
に依頼して実施しています。

有害鳥獣捕獲従事者の後継者不足解消のため、新たに狩猟免許を取得した後、兵庫県猟友会宍粟支部に加入
すること等を条件に、市が狩猟免許の取得に係る費用の一部を補助します。

補助金の申請には各費用の領収書が必要になります。領収書がない場合は、補助の対象外となる場合があり
ます。

農業振興課

箱わな

箱わな用セ
ンサー

農作物被害の軽減を図るため、農作物被害を受ける恐れのある農会等に箱わなの購入費用の一部を補助しま
す。

助成金額

補助対象経費の実支出額の２分の１以内

（１基あたりの上限４万８千円）

補助対象経費の実支出額の２分の１以内

（１台あたりの上限２万２千円）

購入に要する経費

助成対象経費
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支援制度を活用したい

農地の保全活動を支援します

中山間地域等直接支払交付金

■対象者

■交付単価

■対象となる活動

①農業生産活動等を継続するための活動：基礎単価・・・単価の８割を交付

・農業生産活動等　　例：耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動（泥上げ、草刈り等）

・多面的機能を増進する活動　　例：周辺林地の管理、景観作物の作付け、体験農園

②体制整備のための前向きな活動：体制整備単価・・・10割を交付

・集落戦略の作成

内容：期間は６～10年後

・農業生産活動等を継続する上での課題を絞り込み、対応策の方向性を明確化

・第５期対策期間中の農業生産活動等の継続のためのサポート体制を明記

・中間年（令和４年度）までを目途に作成し、市町が指導しつつ、協定期間中に完了

□加算措置

① 棚田地域振興活動加算

　加算額　田・畑 10,000円/10a

認定棚田地域振興活動計画（認定計画）に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算します。

農業振興課

中山間地域等における農業の有する多面的機能の確保を図り、耕作放棄地の増加を防止し、適切な農業生産
活動を支援します。

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め
（協定）を締結し、５年間農業生産活動等を継続する農業者等

区分

急傾斜（1/20以上）

10,500円/10a

3,000円/10a

1,500円/10a

緩傾斜（1/100以上)

急傾斜（15°以上）

緩傾斜（ 8°以上）

急傾斜（15°以上）

緩傾斜（ 8°以上）

草地比率の高い草地(寒冷地)

趣旨：「協定期間の５年を超えて、その先の協定農用地一筆ごと及び集落全体の将来像について、協定参加
　　　者で話し合いを重ね、将来的に維持すべき農用地を明確化し、その農用地をどのような手法で守っていく
　　　かについて合意形成を図り、それら農用地の維持に向けた担い手の確保等の取組を推進する」

●「集落戦略」は「実質化された人・農地プラン」として取り扱うことが可能なため、集落戦略の作成に当たって
　　は、人・農地プランや農業委員会が行う農地等の利用の最適化のための活動と連携を図る

1,000円/10a

300円/10a

地目

田

畑

草地

採草放牧地
急傾斜（15°以上）

緩傾斜（ 8°以上）

交付単価

21,000円/10a

8,000円/10a

11,500円/10a

3,500円/10a
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支援制度を活用したい

② 超急傾斜農地保全管理加算　田・畑 6,000円/10a

③ 集落協定広域化加算　地目にかかわらず 3,000円/10a

④ 集落機能強化加算　地目にかかわらず 3,000円/10a

　新たな人材の確保や集落機能（営農に関するもの以外）を強化する取組を行う場合に加算します。

⑤ 生産性向上加算 地目にかかわらず 3,000円/10a

　生産性向上を図る取組を行う場合に加算します。

多面的機能支払交付金

農地維持支払交付金

多面的機能を支える活動を支援します。

■対象者

農業者のみ、又は農業者及びその他の者（地域住民、団体等）で構成する活動組織

■対象となる活動

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成 等

■交付単価

田3,000円/10a、畑2,000円/10a、草地250円/10a

資源向上支払交付金

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援します。

■対象者

農業者及びその他の者（地域住民、団体等）で構成する活動組織

■対象となる活動

①共同活動　水路、農道、ため池の軽微な補修、農村環境保全活動 等

②長寿命化　施設の長寿命化のための活動 等

■交付単価

①共同活動　田2,400円/10a、畑1,440円/10a、草地240円/10a

ただし、共同活動を５年以上実施した地区または長寿命化に取り組む地区の単価は、

上記単価の0.75を乗じた額。

また、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合、単価に6分の5を乗じた額。

②長寿命化　田4,400円/10a、畑2,000円/10a、草地400円/10a

　　　　　　　　 ※本単価は交付上限額になります

農業振興課

　超急傾斜地（田：1/10以上、畑：20°以上）の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積
　に加算します。

　他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人
　材を確保した上で、取組を行う場合に加算します。

地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援し
ます。

※令和3年度から「職員出前講座」にメニューあり
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支援制度を活用したい

遊休農地の再生作業を支援します

農地再生応援事業補助金

農村環境に悪影響を与え、増加している荒廃農地の解消を図るため、再生し利活用する取組を支援します。

■対象となる農地

（１）農地として利活用する場合（農振農用地に限る）

■助成対象者

土地所有者と５年以上の利用権設定等をした農業者又は農業団体等

①再生作業（必須）

草刈・伐採・抜根・耕運・整地等の支援（初年度に限る）をします。

■助成金額

再生作業にかかる経費の2分の1以内（査定）

１号有休農地：57,000円/10a以内

非農地と判断される農地：89,000円/10a以内

②再生に必要な基盤整備事業（必要時）

農道・用排水路施設の簡易な改修、暗渠排水等の支援（初年度に限る。）します。

■助成金額

上限20万円とし、対象工事費の2分の1以内（査定）

ただし、対象工事費10万円以上のもの

③栽培作業（必須）

種・苗・肥料等の支援（再生後３年間のうち栽培した年数）

■助成金額

年間40,000円/10aを上限とし、栽培作業にかかる経費の2分の1以内（査定）

（２）農地以外に利活用する場合

■助成対象者

市内に住所を有し、非農地と判断される農地について、地目変更登記をした土地所有者

・非農地と判断される農地のうち限定の植樹作業

植樹に必要な草刈・伐採・苗木・資材等の支援（初年度に限る。）します。

■助成金額

89,000円/10aを上限とし、伐採等を行い植樹する一連の作業に係る経費の3分の1以内（査定）

農業振興課

農業委員会が管理する農地台帳に記載され、かつ、当該委員会が実施する農地利用状況調査等により１号遊
休農地と認めた農地及び非農地証明により非農地と判断される農地で総合計面積が５ａ以上の農地。
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支援制度を活用したい

農地や農業水利施設等の基盤整備を支援します

農業用施設改修原材料支給

農業生産性の維持向上に向けた農業生産基盤の改修に要する原材料を支給します。

■対象者

農会又は集落営農組合等

■対象となる事業

□農道

□農道橋

□ため池

□用排水路

□暗きょ排水

□頭首工、井堰せき、揚水施設、水門等

■支給原材料の量

上限を50万円とし、査定材料費の10割に相当する量（材料）

ほ場整備後８年までの田の暗きょ排水を改修する事業で、当該改修に要する原材料の査定額が10万円以上の
事業

農地の受益面積が20a以上かつ２人以上の共同利用に供するものを改修する事業で、当該改修に要する原材
料の査定額が10万円以上の事業

農業振興課

市農道台帳への記載の有無にかかわらず、主として農業の用に供される道のうち、農地の受益面積が20a以上
かつ２人以上の共同利用に供する道の農業用車両の通行に支障を及ぼすおそれのある箇所を改修する事業
で、当該改修に要する原材料の査定額が10万円以上の事業

現在使用中の農道橋のうち、農地の受益面積が20a以上かつ２人以上の共同利用に供する橋の農業用車両の
通行に支障を及ぼすおそれのある箇所を改修する事業で、当該改修に要する原材料の査定額が10万円以上の
事業

市ため池台帳に記載され、農業用に供されているため池の漏水を改修する事業で、当該改修に要する原材料の
査定額が10万円以上の事業

農業用に供されている水路のうち、農地の受益面積が20アール以上かつ２人以上の共同利用に供する水路を
改修する事業で、当該改修に要する原材料の査定額が10万円以上の事業
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支援制度を活用したい

土地改良事業補助金

農業生産性の維持向上に向けた農業生産基盤の整備に係る取組みを支援します。

■対象者

農会又は集落営農組合等

■対象となる事業

（１）一般事業

□農道

□農道橋

□ため池

市のため池台帳に記載されたため池を改修する工事費が20万円以上の工事に要した経費

□用排水路

□頭首工、井せき、揚水施設、水門等

（２）災害復旧事業

□農地

復旧に係る工事費が20万円以上の工事に要した経費

□農業用施設

復旧に係る工事費が20万円以上の工事に要した経費

（３）農地防災事業

次のいずれにも該当する農地の復旧に係る工事費が20万円以上の工事に要した経費

①　農地に隣接して第三者の建物があること。

②　更なる崩壊により隣接する第三者の建物に直接被害を及ぼす恐れがあること。

③　崩壊状態から緊急に処置する必要があると認められること。

■補助金額

上限を200万円とし、査定工事費の５割

農業振興課

農地の受益面積が20ａ以上かつ２人以上の共同利用に供する、延長50ｍ以上かつ幅員２ｍ以上の農道を新設
又は改修（舗装等含む。）する工事費が20万円以上の工事に要した経費

農地の受益面積が20ａ以上かつ２人以上の共同利用に供する、延長４ｍ以上かつ幅員２ｍ以上の農道橋を改
修する工事費が20万円以上の工事に要した経費

農地の受益面積が20ａ以上かつ２人以上の共同利用に供する、幅員0.2ｍ以上の水路（導水路を含む。）を改修
する工事費が20万円以上の工事に要した経費

農地の受益面積が20ａ以上かつ２人以上の共同利用に供する施設等を改修する工事費が20万円以上の工事に
要した経費
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